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 令和４年度(月額) 令和３年度(月額) 

国民年金(老齢基礎年金(満額)) 
64,816 円 

(▲259 円) 
65,075 円 

厚生年金※ 
  

(夫婦２人分の老齢基礎年金（満額）を

含む標準的な年金額) 

219,593 円 

(▲903 円) 
220,496 円 

※平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9 万円)で 40 年間就業した場合です。 


